
速度計不良の車両による速度オーバー
は脱線・転覆の恐れはないのか？？

昨年、飯田線１１９系車両に於いて、速度計が体感速度より低く感じた運転士がおかし

いと感じ指令に報告し、重大事故を未然に防ぐとともに、調査の結果実際より十数キロ低

く表示されていた速度計不良の誤表示が判明した。

もし運転士が速度計不良に気付かず、速度計の表示通りに運転していたらと、考えると

背筋が寒くなる事象であると言える。

なぜなら会社は速度オーバーは脱線・転覆の恐れがあり重大な事故と

し、運転士のミス・責任であるとし、制裁として乗務停止と長期日勤

の厳しい処分を科してたのである。

これまでの会社主張から

今回の速度計不良による速

度オーバーによる脱線・転

覆の恐れはないのか！

運転士は速度計を信用し安全・

定時運転を守っているのである。

この様な速度計不良があっては、

安全・安定輸送は守ることは出

来ない。

ＪＲ東海労は直ちに重大な安

全問題であるとし、１月２８日、

申２０号にて会社の責任と原因解

明を要求
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